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地域別懇談会の開催日程
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す
る
日
時
の
整
理
番
号
（
第
１
希

望
・
第
２
希
望
）
②
住
所
③
氏
名

④
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
電
子

メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・

７
８
０
９
）、電
話
ま
た
は
直
接
都

市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
電
子
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ク
ス
の

場
合
は
、件
名（
タ
イ
ト
ル
）を「
懇

談
会
参
加
希
望
」
と
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
計
画
調
整
担
当

緯
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

　

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
お
よ
び

障
害
者
福
祉
手
当
の
所
得
制
限
額

は
、
下
表
の
通
り
８
月
以
降
も
据

え
置
か
れ
ま
す
。
現
在
受
給
中
の

方
は
、
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
現
在
受
給
し
て
い
な
い
方

で
受
給
資
格
が
生
じ
た
方
は
、
障

害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
を
行
わ
な

い
場
合
は
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
施
設
に
入
所
し
た
方
は
同

課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　
【
所
得
制
限
額
】本
人
所
得
が
３

６
０
万
４
０
０
０
円
。
扶
養
親
族

等
が
１
人
増
す
ご
と
に　

万
円
を

３８

加
算
し
ま
す
（
下
表
参
照
）

　

※
扶
養
親
族
な
ど
の
う
ち
、
老

人
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人

扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
は
、
１
人

に
付
き　

万
円
を
加
算
し
ま
す
。

２５

は
、
前
年
の
所
得
状
況
や
支
給
要

件
の
状
況
な
ど
を
届
け
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

届
け
出
が
な
い
と
、
今
年
の　

月
１１

期
分
か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

受
給
し
て
い
る
方
に
は
現
況
届
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月　

日
１１

（
水
）
～
９
月　

日
（
金
）
に
障

１０

害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。　　

　
【
対
象
】①
特
別
障
害
者
手
当
＝

　

歳
以
上
で
身
体
・
内
部
ま
た
は

２０

　

市
で
は
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
中
間
見
直
し
市
民
検
討
委

員
会
を
設
け
て
、
将
来
の
ま
ち
の

あ
る
べ
き
姿
や
、
そ
の
実
現
に
向

け
て
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る

「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

の
中
間
見
直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
見
直
し
に
当
た
り
、
市
民

の
皆
さ
ん
で
地
域
の
課
題
な
ど
を

出
し
合
い
、
そ
の
解
決
策
な
ど
に

つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
た
だ
く
地

域
別
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
地
域
別
懇
談
会
で
の
ご
意

見
な
ど
に
つ
い
て
は
、
市
民
検
討

委
員
会
で
の
検
討
に
反
映
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
反
映
し
た
「
都
市
計
画
マ

「
中
間
見
直
し
の
た
め
の
地
域
別
懇

「
中
間
見
直
し
の
た
め
の
地
域
別
懇
談談

会
」へ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま

会
」へ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
すす

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
と
す
る
た
め
に
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

各
会
場
ご
と
の
事

前
登
録
制
と
し
ま
す

の
で
、
参
加
を
希
望

す
る
方
は
、
次
の
要

領
で
都
市
計
画
課
計

画
調
整
担
当
（
市
役

所
５
階
）
へ
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
申

し
込
み
頂
い
た
方
に

は
、
事
前
に
資
料
な

ど
を
送
付
し
ま
す
。

　
【
対
象
】市
内
在
住

で　

歳
以
上
の
方

１８

　

申
し
込
み
は
８
月　

日
（
金
）

１３

ま
で
に
（
必
着
）、
①
参
加
を
希
望

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
・・

特
別
障
害
者
手
当
な

特
別
障
害
者
手
当
な
どど

　
【
対
象
】①
心
身
障
害
者
福
祉
手

当
＝
市
内
に
住
所
が
あ
る　

歳
以

２０

上
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
。
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
の
方
▽
愛
の
手
帳
１
～
３
度
の

方
▽
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行
性

筋
萎
（
い
）
縮
症
の
方
。
た
だ
し
、

　

歳
を
超
え
て
新
た
に
障
害
者
と

６５な
っ
た
方
と
施
設
に
入
所
し
て
い

る
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
②
障
害

者
福
祉
手
当
＝
市
内
に
住
所
の
あ

る
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
。
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
４
級

の
方
▽
脳
性
ま
ひ
、
ま
た
は
進
行

性
筋
萎
縮
症
の
方
。
た
だ
し
、
児

童
育
成
手
当
の
障
害
手
当
・
心
身

障
害
者
福
祉
手
当
を
受
け
て
い
る

方
と
施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、　

歳
６５

以
上
の
方
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
る
方
は
受
給
で
き

ま
せ
ん

特
別
障
害
者
手
当
な
ど

　

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
の
所
得
制
限
額
が
左
表
の

通
り
据
え
置
か
れ
ま
す
。
こ
の
手

当
を
継
続
し
て
受
給
す
る
た
め
に

を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
手
当
を
受
け
て
い
な
い
方
は

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）

へ
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
を
養
育
し
て
い
る
父
親
か
母

親
、
ま
た
は
養
育
者

　

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父

ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童
③
父

ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
を
も
つ

児
童
④
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明

の
児
童
⑤
父
ま
た
は
母
に
１
年
以

上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童
⑥
父
ま

た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童
⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な

い
で
生
ま
れ
た
児
童

　

※
父
親
・
母
親
・
養
育
者
が
老

齢
福
祉
年
金
以
外
の
年
金
を
受
給

で
き
る
と
き
の
ほ
か
、
児
童
が
父

親
ま
た
は
母
親
に
支
給
さ
れ
る
年

金
の
加
算
対
象
に
な
っ
て
い
る
と

き
、
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き
な
ど
、
対
象

に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
支
給
期
間
】対
象
児
の
年
齢
が

　

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

１８末
ま
で
（
対
象
児
が
中
度
以
上
の

障
害
を
有
す
る
と
き
は　

歳
未

２０

満
）特

別
児
童
扶
養
手
当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る　

歳
未
満
の
障
害
児
を
養
育
し

２０
て
い
る
父
親
・
母
親
ま
た
は
養
育

者
　

①
知
的
障
害
（
愛
の
手
帳
１
～

３
度
程
度
）
が
あ
る
児
童
②
身
体

に
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
～

３
級
程
度
）
が
あ
る
児
童
③
前
記

①
②
と
同
程
度
の
疾
病
も
し
く
は

身
体
ま
た
は
精
神
の
障
害
が
あ
る

児
童

　

※
対
象
児
が
障
害
を
理
由
と
す

る
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
な

お
、
申
請
に
は
指
定
の
診
断
書
の

提
出
が
必
要
で
す
が
、
省
略
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
を 

お

忘

れ

な

く

　

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
現
況
届
は
、
受
給
資
格

の
確
認
の
た
め
に
必
要
で
す
。
提

出
が
な
い
場
合
、　

月
期
支
払
い

１２

分
か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
認
定
さ
れ
て
い

る
方
に
は
、
現
況
届
の
お
知
ら
せ

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
子
育
て
支

援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
の
う
ち
、
手
当
の
支

給
開
始
か
ら
５
年
な
ど
が
経
過
し

て
い
る
方
は
、
６
月
中
旬
に
送
付

し
て
い
る
「
一
部
支
給
停
止
適
用

除
外
事
由
届
書
」
も
、
現
況
届
と

一
緒
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

　
【
申
請
受
付
期
間
】児
童
扶
養
手

当
＝
８
月
２
日（
月
）～　

日（
土
）

２１

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月
９

日
（
月
）
～　

日
（
土
）。
た
だ
し
、

２１

　

日
（
土
）
以
外
の
土
曜
・
日
曜

２１日
を
除
く
、
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時
。
な
お
、
８
月　

日
（
木
）・

１９

　

日
（
金
）
は
午
後
８
時
ま
で
夜

２０間
窓
口
を
、　

日
（
土
）
は
午
前

２１

９
時
～
午
後
４
時
の
休
日
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

　
【
ご
注
意
】市
民
税
未
申
告
の
方

は
所
得
確
認
が
で
き
な
い
た
め
、

支
給
停
止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
申
告
を
済
ま
せ
た
上
で
、
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
を 

振
り
込
み
ま
す

　
　

年
４
月
～
７
月
分
の
児
童
扶

２２
養
手
当
を
８
月　

日
（
木
）
に
、

１２

指
定
預
金
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

利
用
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入
金

が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
助
成

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

年
２１

度
の
認
定
証
は
７
月　

日
で
有
効

３１

期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
の
で
、
継

続
し
て
入
院
中
の
方
は
８
月　

日
３１

（
火
）
ま
で
に
、
必
ず
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

７
３
２
へ
。

①　

歳
～　

歳
の 

７０

７４

被
保
険
者
で
市
民
税 

非
課
税
世
帯
の
方

　

申
請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
認
定
証
」
を
保
険
医
療

機
関
な
ど
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
入
院
時
に
支
払
う
自
己
負
担

限
度
額
と
食
事
代
な
ど
が
減
額
さ

れ
ま
す
。

②　

歳
未
満
の
被
保
険

７０
者
が
入
院
し
た
場
合

　

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
の
交
付
を
受
け
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の
負
担
が

自
己
負
担
限
度
額
の
範
囲
内
に
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
前
記
①
②
の
「
認
定
証
」

は
、
収
入
状
況
に
よ
っ
て
変
更
が

生
じ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
８
月
１

日
を
基
準
に
限
度
額
を
判
定
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

長
期
入
院
の
場
合

　

過
去　

カ
月
の
入
院
日
数
が　

１２

９０

日
を
超
え
る
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
は
、
さ
ら
に
食
事
代
な
ど
が

減
額
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
方
法
】
被
保
険
者
証
、

認
め
印
を
持
参
の
上
、
保
険
年
金

課
国
保
年
金
資
格
係
（
市
役
所
１

階
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　

※
申
請
月
の
初
日
か
ら
認
定
を

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認認

定
証
と
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
と
標
準
負
担
額
減
額
認
定定

証
を
交
付
し
ま

証
を
交
付
し
ま
すす

　

今
年
８
月
１
日
か
ら
は
、
父
子

家
庭
の
皆
さ
ん
も
児
童
扶
養
手
当

精
神
に
著
し
い
障
害
が
あ
り
、
身

体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は

愛
の
手
帳
１
・
２
度
程
度
の
障
害

が
重
複
し
て
い
る
在
宅
の
方
②
障

害
児
福
祉
手
当
＝　

歳
未
満
で
、

２０

身
体
・
内
部
ま
た
は
精
神
に
著
し

い
障
害
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
１

級
程
度
ま
た
は
愛
の
手
帳
１
度
程

度
の
方
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

清
掃
作
業
臨
時
職
員

　

ご
み
対
策
課
で
は
、
清
掃
作
業

に
携
わ
る
臨
時
職
員
を
次
の
通
り

募
集
し
ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】９
月
１
日
～　

年
２３

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
時
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時

　
【
募
集
対
象
・
定
員
】
体
力
に
自

信
の
あ
る
方
。
若
干
名

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
３
５

０
円

　

※
社
会
保
険
あ
り
。
作
業
着
一

式
は
貸
与
。

　

申
し
込
み
は
月
曜
～
金
曜
日
の

午
前
９
時
～
５
時
（
正
午
～
午
後

１
時
を
除
く
）
に
、
ご
み
対
策
課

☎
４
７
３
・
２
１
１
７
へ
電
話
連

絡
の
上
、
履
歴
書
を
同
課
（
八
幡

町
２
ノ　

ノ　

）
へ
直
接
持
参
し

１０

１０

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
３
・
２

１
１
７
へ
。

所
得
制
限
額
が
据
え
置
か
れ
ま
す

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

５４３２１０
扶養親族等の

数（人）
所得の区分

５,５０４５,１２４４,７４４４,３６４３,９８４３,６０４所得本　　　　人

７,３８８７,１７５６,９６２６,７４９６,５３６６,２８７所得扶養義務者等

　　　　　障害者手当等所得制限限度額表　（単位：千円）

国
民
年
金
は　

歳
以
降

６０

で
も
加
入
で
き
ま
す

　
　

歳
以
上　

歳
未
満
で
日
本

２０

６０

に
住
所
を
有
す
る
方
は
、
国
民

年
金
の
被
保
険
者
に
な
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

で
任
意
で
加
入
し
て
も
年
金
受

給
資
格
が
な
い
方
は
、　

歳
到

７０

達
月
の
前
月
ま
で
の
間
で
年
金

受
給
資
格
を
満
た
す
ま
で
、
特

例
で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
特
例
の
場
合
、
手
続

き
に
は
年
金
手
帳
（
配
偶
者
分

も
）
と
戸
籍
謄
本
、
預
金
通
帳
、

通
帳
の
届
出
印
が
必
要
で
す
。

　

国
民
年
金
の
任
意
加
入
に
つ

い
て
、
詳
し
く
は
市
保
険
年
金

課
緯
４
７
０
・
７
７
３
２
ま
た

は
、
武
蔵
野
年
金
事
務
所
緯
０

４
２
２
・　

・
１
４
１
１
へ
。

５６

　

歳
に
お
い
て
年
金
受
給
権
を

６０満
た
し
て
い
な
い
方
、
未
納
期

間
や
未
加
入
期
間
が
あ
り
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、　

歳
６０

以
降
の
申
し
出
し
た
月
か
ら　
６５

歳
到
達
月
の
前
月
ま
で
国
民
年

金
に
任
意
で
加
入
し
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

手
続
き
に
は
年
金
手
帳
、
預
金

通
帳
、
通
帳
の
届
出
印
が
必
要

で
す
。

　

ま
た
、
昭
和　

年
４
月
１
日

４０

以
前
生
ま
れ
の
方
で
、　

歳
ま

６５

会　場日　時整理番号

西部地域センター
９月１２日（日）

午前９時半〜１１時半
１

東部地域センター
９月１２日（日）
午後２時〜４時

２

南部地域センター
９月１８日（土）

午前９時半〜１１時半
３

東久留米市役所
９月１８日（土）
午後２時〜４時

４

東久留米市役所
９月２４日（金）
午後７時〜９時

５

西部地域センター
９月２９日（水）
午後７時〜９時

６

「児童扶養手当「児童扶養手当」」

「特別児童扶養手当「特別児童扶養手当」」

申請はお済みです申請はお済みですかか

◆都市計画課メールアドレス
toshikeikaku@city.higashikurume.lg.jp


